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平成１９年１２月７日 (金曜日)

開 議 午前１０時４５分

議長 (京田道弘議員)

ただいまから本日の会議を開きま

す｡

本日の日程につきましてはお手元

に配付してあります日程表のとおり

作成いたしましたので御了承願いま

す｡

◎ 認定第1号､ 2号､ 3号､ 4号､ 5

号､ 6号､ 7号上程 (原案認定)

議長 (京田道弘議員)

この際､ 日程第1､ 認定第1号から

日程第7､ 認定第7号までの7件を会

議規則第35条の規定により一括議題

といたします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

これより討論に入ります｡

認定第1号については討論の通告

がありますので､ 順次発言を許しま

す｡

初めに､ 2番竹原信一議員の発言

を許します｡

竹原信一議員 登壇

平成18年度阿久根市歳入決算認定

について､ 私は決算委員として審査

に当たらせていただきました｡ その

中身の中で､ 特に問題と考えられた

ものがございます｡ 一つは九州選抜

駅伝大会､ 前の年も私は申し上げま

したけれども､ 各学校にお金を配っ

て来てもらう形での駅伝大会やって

いるわけですが､ 剣道大会などに比

べますと来る学校も少ない｡ しかし

お金を､ かけるお金は非常に多い｡

もうつり合いもとれないと､ こうい

う状況について疑問を前の年に呈し

ました｡ しかし1年たっても何の努

力も工夫もなされないまま同じこと

をやっとる｡ この件について非常に

問題だと思いましたので､ 反対の理

由の一つです｡ もう一つは政務調査

費です｡ 政務調査費の使途について､

資料を提出せよと私は要求しました

が､ 議長及び事務局がまた拒否をい

たしました｡ 本来みずからも明らか

にして､ 執行部側の決算も調査する

という姿をとるべきであります｡ 旅

行に行った議員もおりました､ 5名

ほどいました｡ その議員についての

旅行レポート､ 政務調査と言いましょ

うかね､ そのレポートを提出されて

いるということでありましたが､ そ

れを決算のテーブルにのせるという

ことも拒否されました｡ 議員が公費

を使って調査に行ってきたとするな

らばその成果を公表して､ こんなに

頑張っているんだ､ ぜひこの制度を

生かしていただきたいと進んで出す

のが筋だと思います｡ そういう使い
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方をした議員が逆に出す必要はない､

出したくない｡ こういう姿勢を示し

たことを非常に残念に思います｡ 市

民に対して申しわけが立たないとい

うふうに感じております｡ そういう

意味で､ 2点を理由に決算認定につ

いて反対をいたします｡ 以上です｡

降壇

議長 (京田道弘議員)

次に､ 9番櫁柑幸雄議員の発言を

許します｡

櫁柑幸雄議員 登壇

私は認定第1号､ 平成18年度阿久

根市歳入歳出決算､ 一般会計につい

て､ 認定すべき立場で討論をいたし

ます｡

政府の三位一体の改革の推進によ

る地方交付税､ 国庫支出金､ 負担金

等の削減で､ 厳しい財政状況のもと

で市執行部としては市税収入率も前

年度に比べて全体で0.2ポイント増､

普通交付税につきましても前年度に

比べ7,000万円の増となり､ 財源確

保の努力がなされている｡ 一般会計

の歳出決算は予算現額に対し95.1％

の執行率であり､ 前年度は98.3％の

執行率となっています｡ 健全財政化

に向けての決算であり､ 本決算を認

定するに何ら問題はないと確信をす

るところであります｡

ところで先ほど2番議員が反対討

論を述べました点につきまして､ 私

はその論が当を得てないということ

につきまして申し上げておきます｡

九州選抜駅伝大会は非常に評価が高

くされておりまして､ 阿久根の体育

のスポーツの振興のためにも貢献を

しているわけでありまして､ そういっ

た意味で各地から阿久根に来ていた

だいて､ 阿久根のスポーツをやっぱ

り高めていただく､ そういう意味が

非常に強いわけでありまして､ そう

いった意味で例年行われております

し､ 剣道問題についても今後一層努

力されるよう発言があってしかるべ

きだというふうに思っていますし､

そういう意味で執行部としましても

当然要望があればですね､ こたえて

いくであろうというふうに思ってい

ます｡

それともう一つは政務調査費の関

係でありますが､ これについては情

報公開条例に基づいてですね､ いつ

でも公開をできるようになっており

まして､ それぞれの条件に整って公

開するようになっておりますから､

これを理由に決算認定に反対すると

いう理由は当を得ていないと､ この

ように思っています｡ したがいまし

て私は平成18年度の決算は非常に適

切に執行されていることを確信をし

ておりまして､ 賛成討論といたしま

す｡ 皆さん方の御賛同をよろしくお

願いいたします｡ 降壇
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議長 (京田道弘議員)

次に､ 13番山田 勝議員の発言を

許します｡

山田 勝議員 登壇

認定第1号､ 平成18年度阿久根市

歳入歳出決算認定､ 一般会計につい

て､ 反対の立場で討論をいたします｡

既に予算の執行はされたことでご

ざいますが､ 私は定年前早期退職特

例措置の10％から73％の導入につい

ては､ 議会で説明も議決も得てない

で執行されていると思っております｡

それと10月25日新聞に掲載されま

した平成18年度の県下の市町村の決

算の中で､ 経常経費比率ワースト5

が紹介され､ ワースト3であったこ

とは恐らく阿久根市有史以来の不名

誉な記録であります｡ 平成18年度は

退職組合に負担金しか計上されてお

らず､ 組合から退職者に払われた退

職金の退職手当の差額を加えると､

人件費を含む経常経費はさらに上が

り､ 経常経費ワースト1も予想され

ます｡ そのような中で監査委員の意

見書には経常経費比率の高い原因な

どが具体的に指摘されてなく､ 無責

任な意見にも受け取れました｡ これ

は執行部とのなれ合いを感じます｡

以上の理由で､ 平成18年度阿久根

市歳入歳出決算認定､ 一般会計に反

対いたします｡ よろしくお願いしま

す｡ 降壇

議長 (京田道弘議員)

以上で通告による討論は終了いた

しました｡

これにて討論を終結いたします｡

これより認定第1号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について､

一般会計を採決いたします｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに賛

成の議員の起立を求めます｡

[賛成者起立]

起立多数であります｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第2号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について､

国民健康保険特別会計を採決いたし

ます｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第3号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について､

簡易水道特別会計を採決いたします｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡
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委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第4号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について､

交通災害共済特別会計を採決いたし

ます｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第5号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について､

老人保健医療特別会計を採決いたし

ます｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第6号､ 平成18年度

阿久根市歳入歳出決算認定について

介護保険特別会計を採決いたします｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

これより認定第7号､ 平成18年度

阿久根市水道事業の決算の認定につ

いてを採決いたします｡

本決算に対する委員長の報告は原

案認定であります｡

委員長の報告のとおり決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本決算は委員長の報告の

とおり認定することに決しました｡

◎ 議案第62号上程 (原案同意)

議長 (京田道弘議員)

日程第8､ 議案第62号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第62号については会議規則第37条
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第3項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第62号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第62号､ 人権擁護委

員の候補者の推薦についてを採決い

たします｡

この採決は無記名投票をもって行

います｡

議場の閉鎖を命じます｡

議場閉鎖

ただいまの出席議員数は15名であ

ります｡

投票用紙を配付させます｡

投票用紙配付

投票用紙の配付漏れはありません

か｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

配付漏れなしと認めます｡

投票箱を改めさせます｡

投票箱点検

異常なしと認めます｡

念のため申し上げます｡

本案に賛成する議員は賛成と､ 反

対とする議員は反対と記載を願いま

す｡

なお重ねて申し上げます｡

投票中賛否を表明しない投票及び

賛否の明らかでない投票は､ 会議規

則の規定により反対とみなします｡

順次投票を願います｡

投 票

投票漏れはありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

投票漏れなしと認めます｡

投票を終了いたします｡

議場の閉鎖を解きます｡

議場開鎖

開票を行います｡

会議規則の規定により立会人に5

番児玉賢一郎議員､ 6番山下孝男議

員を指名いたします｡

よって､ 両議員の立ち会いを願い

ます｡

開 票

投票の結果を報告いたします｡

投票総数15票､ これは先ほどの出

席議員数に符合いたしております｡

そのうち､

賛成 12票

反対 3票

であります｡

よって､ 本案は原案のとおり同意

されました｡

◎ 議案第63号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第9､ 議案第63号を議題とい

たします｡
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これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第63号については､ 会議規則第3

7号第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第63号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第63号､ 鹿児島県市

町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び鹿児島県市町

村総合事務組合規約の変更について

を採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって本案は原案のとおり可決さ

れました｡

◎ 議案第64号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第10､ 議案第64号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第64号については､ 会議規則第3

7号第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第64号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第64号､ 鹿児島県市

町村総合事務組合の財産処分につい

てを採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって本案は原案のとおり可決さ

れました｡

◎ 議案第65号上程 (総務文教委員

会付託)

議長 (京田道弘議員)

日程第11､ 議案第65号を議題とい
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たします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

ただいま議題となっております議

案第65号は､ 会議規則の規定により

所管の総務文教委員会に付託いたし

ます｡

◎ 議案第66号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第12､ 議案第66号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

ありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第66号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第66号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第66号､ 阿久根市土

地開発公社定款の変更についてを採

決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第67号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第13､ 議案第67号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

櫁柑幸雄議員

議案第67号についてお尋ねをいた

します｡

今回火葬場について､ 指定管理者

による管理をされるわけであります

が､ 例えばですね､ 今まで火葬料を

取っておりますが､ この火葬料は指

定管理者の収益になるのか｡ それか

らあの施設を使って何か具体的にで

すね､ 飲食物等提供する､ そういっ

た経営もなされるのか､ その点につ

いてをお伺いいたします｡

川畑副市長

9番櫁柑議員にお答えいたします｡

使用料については管理者の方に徴

収はさせるふうにいたしております｡

市の方で徴収いたします｡ それから
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施設の運営について他の事業等にす

るかということでありましたけど､

これは協議の中で､ 協議しながらそ

の中で判断をするというふうにして

おります｡ 以上であります｡

櫁柑幸雄議員

指定管理者になれば当然一定のこ

の施設を使って経営もできるように

なってるわけでありまして､ 今まで

はあそこで提供している飲材等につ

いてはですね､ それぞれ団体のです

ね､ 収入にもなっているわけですよ

ね｡ ですからそういった部分を指定

管理者が全部今回しめて､ 経営努力

をしているということになれば､ 当

然委託料についてもいろいろ出てく

ると思うんですけど､ その点は具体

的にはまだ決めてないんですか｡

川畑副市長

先ほど申しました利用料金につい

ては､ 利用料金の制度の導入は考え

ておりませんけど､ 施設の利用関係

についていろんな事業をするとすれ

ば､ 市の方とも協議しながらその中

でどういうふうなものについて妥当

かという判断をいたします｡ そうい

う意味では今のところどういうもの

をやるということは決めておりませ

ん｡

[櫁柑議員 ｢了解｣ と呼ぶ]

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第67号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第67号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第67号､ 阿久根市火

葬場の指定管理者の指定についてを

採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第68号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第14､ 議案第68号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

よろしいですか｡ ありませんか｡
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[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第68号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第68号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第68号､ 阿久根市立

図書館及び阿久根市立郷土資料館の

指定管理者の指定についてを採決い

たします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第69号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第15､ 議案第69号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第69号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第69号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第69号､ 市道路線の

変更についてを採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第70号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第16､ 議案第70号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

竹原信一議員

議案第70号の提案の背景を御説明
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ください｡ お願いします｡

斉藤市長

2番竹原議員にお答えさせていた

だきたいと思います｡

阿久根市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例の一部を改正

する条例を提案させていただいたわ

けですが､ この背景というのはです

ね､ 最近いろいろ社会問題になって

おります職員の長期休暇の問題､ そ

の取り扱いについてですね､ きちっ

とした制度に仕上げないといけない

ということがございまして､ そうい

う意味でですね､ 今回条例を整備し

ようということで提案をさせていた

だいたわけでございまして､ その辺

はひとつよろしくお願いをしたいと

思いますが､ 提案理由の中に心身の

故障により休職者が復職後6カ月以

内にさらに同一の故障により休職と

なるときは､ 復職前の休職の期間を

通算するため条例の一部を改正しよ

うとすることでございます｡ 1年以

内でですね､ 同じ病気で何回も休職

に入るという場合があります｡ そう

いうのをですね､ もっと条例的に整

理をして､ きちっとこう何というん

ですか､ 療養を徹底していただく､

そういうふうにですね､ きちっと休

めるように整備しようということで

ございまして､ その辺はひとつよろ

しくお願いしたいと思いますが､ 詳

しくは総務課長の方から答えさせま

す｡ よろしくお願いいたします｡

��総務課長

竹原議員に補足してお答えをさせ

ていただきます｡ 今市長が申し上げ

たとおりでございますけれども､ 最

近社会問題として特に奈良市等にお

きまして休職､ あるいは休暇等をで

すね､ 悪用した問題等がございまし

て､ 一つはその背景であります｡ も

う一つは職員についてはやはりこの

病気が完全に治るまで､ やはり治療

に専念していただいて､ そしてから

やっぱり職務に復帰していただきた

いというですね､ そういうことをこ

の条例によって明確にしていこうと

いう考え方から､ 今回一部条例改正

ということになったところでござい

ます｡ 以上であります｡

竹原信一議員

これはちょっと奈良の方で問題が

あったことなどを踏まえてというこ

とでしたが､ 問題があるかもしれな

いという例､ あるいは休養がよくで

きないまま出てこなければいけなかっ

た事例というのがあったのでしょう

か｡

��総務課長

現在のところそういう事例はない

ところでありますけれども､ 今後の

問題としてしっかり条例整備を行い

たいということでございます｡ 以上
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でございます｡

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

櫁柑幸雄議員

議案第70号についてお尋ねをいた

します｡

地公法第28条の2項の分限で､ 条

文で分限､ 必要でということになっ

ておりますが､ まずですね､ 休職を

命ぜられた職員が復職後6カ月以内

にさらに同一の故障の場合は全期間

を通算すると､ こういう規定なんで

ありますが､ 復職する場合にはすべ

て医者の診断に基づいてですね､ 復

職するというふうに思っていますが､

ところで十分労使間の協議がなされ

たのかということをまずお尋ねをい

たします｡

それと第2点はですね､ 隣の出水

市は通算することができると､ こう

いうふうに規定をしているんですよ

ね｡ 通算しない場合もある得るとい

うことになっています｡ それから隣

の薩摩川内市､ 通算規定はないです｡

仮にですね､ 非常に今問題になって

いますのはボランティアですね､ い

わゆる学校の行事でボランティアで

出てけがをした｡ 現にそういう職員

が今いますが､ そういったボランティ

ア事業に参加する､ 学校の行事のみ

ならず､ 地域における道路清掃作業

とかですね､ それから消防団､ 団員

として市の職員が入っている分がご

ざいますが､ そういったその公的な

部分に参加した人も場合によっては

長期にならざるを得ないというのが

出てくると思いますが､ そういった

人たちについても同じこのこれ､ 適

用されるというふうに理解をしてい

いんですかね｡ それは別途一定の対

応を考えるべきではないか｡ そういっ

た意味では私は出水市の条例案とい

うのは非常に当を得ているんじゃな

いかなと､ こういうふうに思うんで

すが､ その点についてお伺いいたし

ます｡

��総務課長

櫁柑議員に補足してお答えをさせ

ていただきます｡

特にボランティアの方とか､ ある

いは非常勤職員､ 消防団員の方等に

ついてのお尋ねでございますけれど

も､ 一番この条例で問題になるのが

外傷的なものでなくして､ 精神疾患

等の方がですね､ 大体これに該当す

るのではないかなということが実は

考えているところであります｡ ただ

地公法上におきましても､ その意に

反して休職できるというふうに規定

をしてありまして､ そういうことも

踏まえまして､ そういう例えば消防

団員､ 職員が消防団員として兼ねて

いる人も多いわけですけれども､ そ

のような場合の具体的な対応につき
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ましては､ 本市の賞罰審査委員会等

においてですね､ 審査を行いながら

対応してまいりたいというふうに考

えているところでございます｡

��総務課長

漏れて申しわけございません｡

労使間の協議につきましては､ 組

合の方にも説明をしてございます｡

櫁柑幸雄議員

今そういった､ その公的な部分で

の故障については､ これは具体的に

配慮するとこういうことなんですか

ね｡ それと精神的な疾患といえども

ですね､ これは業務の延長で､ 業務

によってそういう場合もあり得ると

私は思うんですけどもね｡ もちろん

それは公務災害かどうかと争わんな

いかんでしょうけども｡ そういった

部分を考えると､ 一概にきちっと規

定をするのは､ 私は問題があるんじゃ

ないかなと｡ 私はやっぱり通算する

というんじゃなくて､ 通算すること

ができるというふうに修正をされる

のが一番望ましいんじゃないかなと

こう思うんですけど､ そういう考え

方はないですかね｡

��総務課長

先ほど申し上げましたとおり､ い

ろいろ事例によってはですね､ 特に

部内の委員会等で慎重に審議をしま

して適用させていただくということ

になるかと思います｡ 一番の背景と

言いますのは､ 先ほど申し上げまし

たとおり､ やっぱり悪用することの

ないようなですね､ そういうことで

の条例整備ということで考えている

ところでございます｡ 以上でござい

ます｡

櫁柑幸雄議員

常に医師の診断書が添付されるわ

けですから､ 悪用はないというふう

に私は思ってますけれども､ やっぱ

り良心的な目で職員を管理をしてい

ただきたいと､ このように思ってま

すね｡ それとあわせて県内でですね､

この条例を制定をしているところが

市の段階で何カ所になっているのか

ですね､ 隣の薩摩川内市は実施して

いませんのでね｡ あえてその事例が

ないのにせないかんかというのも含

めて御答弁をいただきたいと思いま

す｡

��総務課長

櫁柑議員にお答えさせていただき

ます｡ この休職の通算につきまして

は現在4市ほど条例を制定しており

ます｡ それ以外につきましても､ 例

えば規則の方で制定しているとか､

あるいは病気休暇の規定を準用して

いるとか､ そういうところがござい

ます｡ それを含めますと､ 7市が大

体こういうことを整備している状況

でございます｡ それから事例がない

のにという話でございますけれども､

― 49 ―



事例がない今だからですね､ こうい

うやっぱり整備をしとった方がいい

のではないかなということも考えて

いるところでございます｡ 以上であ

ります｡

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第70号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第70号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第70号､ 阿久根市職

員の分限に関する手続及び効果に関

する条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第71号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第17､ 議案第71号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

名前を告げてから発言をお願いし

ます｡

竹原信一議員

議案第71号､ 提案理由の説明とい

たしまして､ 20年4月1日から1年間

職員の給与を減額するため､ 条例の

一部を改正しようとするものである

という部分だけの説明を受けており

ますけれども､ どうもこの提案の時

期もちょっとおかしいし､ 中身を見

ると何か上がっているような数字の

ふうにも見えます｡ 詳しく説明して

ください｡ 市民にわかる言葉でわか

りやすく内容を説明してもらえませ

んか｡ お願いします｡

��総務課長

それではこの条例について､ 竹原

議員にお答えをさせていただきます｡

今回の条例改正は､ 第6条の方で

いわゆる扶養手当の額を1人につい

て6,000円であるのを6,500円に引き

上げるというものでございます｡ こ

の改正によりまして､ 扶養親族でな

い配偶者がある場合の扶養手当の額

も同様となるため条文を整備したと
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いうことであります｡ それから条例

の第7条関係は､ 扶養手当の額の改

正による条文整備ということであり

ますが､ 条例の第11条関係が勤勉手

当の改正でございます｡ 給料の月額

の合計額に加算をいたします額の限

度額であります｡ いわゆる勤勉手当

の支給限度額につきまして､ 100分

の72.5月から100分の77.5月という

ことで､ 100分の5月分増額しようと

するものでございます｡ ただ本市に

おきましては人事評価の査定を行っ

ている関係で､ 0.05月につきまして

は実質的には0.035月増額というこ

とになってまいります｡ それから別

表の給料表の改正でございます｡ こ

れにつきましては給料表の一部が引

き上げになるところでありますけれ

ども､ これにつきまして､ いわゆる

初任給を中心に若年層に限定した給

料の月額を引き上げを行おうとする

ものでございます｡ この給料引き上

げによりまして､ 全職員のうち17.

6％に当たります46名が給料の引き

上げの対象になるということでござ

います｡ 1人平均としまして月額1,

663円というふうにしております｡

それからこの扶養手当及び給料表の

改正でございますけれども､ これに

つきましては19年4月1日から引き上

げようとするものでございます｡ ま

た勤勉手当の改正につきましは､ 1

9年の12月支給分に適用しようとす

るものでございます｡

また第2条の改正でございますけ

れども､ この第2条の改正について

は20年の4月1日から適用する職員の

給与改正についてを規定してあると

ころでございます｡

条例の第11条関係におきして､ 先

に期末勤勉手当を100分の5引き上げ

たところでありますけれども､ これ

につきまして20年度からについては､

この100分の5を100分の2.5ずつ6月

と12月の支給分にそれぞれ振り分け

ようとするものでございます｡

それから附則第6項の方で平成20

年4月1日から21年3月31日までの職

員の給料月額を､ いわゆる給料表の

区分に応じて減額しようとするとこ

ろでございます｡ 一般行政職給料の

1級及び2級の職員は1％､ 3級の職員

は2％､ 4級以上の職員は3％をそれ

ぞれ減額しようとするものでござい

ます｡ 全体の削減率としましては2.

75％というふうに計算をしていると

ころであります｡ 今回のこの条例改

正はそういう内容でございます｡ よ

ろしくひとつお願いいたします｡

竹原信一議員

今の説明でもまだよくわからなかっ

たりもするんですよ｡ 自分なりに解

釈させて､ 聞いたりもして､ 結果と

してですね､ 19年の12月にだけ適用
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する期末手当､ しかしまた来年度に

なったらそれを戻す数字にすると｡

結局のところ､ しかも19年度6月分

は内金とするという表現なってまし

たね｡ つまり結局のところ､ 6月に

さかのぼって期末勤勉手当を上げる

という内容だと私は理解しておりま

す｡ 違ったらまた言ってください｡

そして今年の6月から上げて､ そし

て後ずっと上がったままと｡ 下げる

分については20年の4月からという

ふうに見えます｡ そもそもこの上げ

るやつと､ この削減､ 3％以下の削

減を4月から行われるという表現に

なってますけども､ これと一緒にす

る､ 一緒にして提出する理由は何な

んでしょうか｡ 通常だったら20年の

4月以降の分については3月議会でや

ればいいはずなのに､ セットにする

ということによって実はこの提案理

由にもありますけれども､ 下げると

言いながら､ この上げる部分を印象

を緩和するという姿勢に見えてしょ

うがないんですよね｡ どうして今こ

こで下げなきゃいけない､ 下げると

いう表現をされるのを一緒にして､

セットにして出すのか､ そこの理由､

説明を願いします｡

��総務課長

勤勉手当の関係でございますけれ

ども､ この条例の方に19年12月分だ

けについて100分の5ということで､

6月にさかのぼるということではご

ざいません｡ ただこの100分の5につ

きましては来年の6月分と12月分に

それぞれ100分の2.5ずつ振り分ける

ということでございます｡ そういう

ことでは来年の6月については100分

の2.5､ それから12月については10

0分の5だったのを100分の2.5にする

ということでございます｡

それからこの給与減額の問題であ

りますが､ 給与減額につきましては

いわゆる不利益になることはさかの

ぼれないということがございますの

で､ そういう意味ではですね､ 20年

4月からということでの提案でござ

います｡ さらには今提案をしておき

ますと､ 平成20年度の新しい予算の

中にも減額について反映させられる

という面も兼ね備えているところで

ございます｡ そういうことで職員に

はやはり引き上げの分と引き下げの

分ということで､ 一緒に､ 職員じゃ

なくて議会の方にはそういうことで

提案をさせていただきますけれども､

これも職員団体のやっぱり理解もも

らえないと､ この引き下げというの

はなかなか実現しないところでござ

いますので､ その辺は御理解をお願

いしたいと思います｡

竹原信一議員

20年の分を今のうちにしとけば提

案書の中に盛り込めると､ しとけば
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盛り込めるという話でございました

けども､ でも今回のやつの一般会計

補正予算の中には既に盛り込んだ形

で書いてありますよね｡ いつもやっ

ているじゃないですか､ それはその

たんびに｡ 提案するときに同時に予

算書も書いてますよ｡ 非常にやっぱ

り､ できるものをあらゆる手段を使っ

て報酬を上げておきたい｡ 県の方は

6％､ 県の管理職は9％減額です､ 減

額でやってます｡ また県の職員は年

間月給にして約16カ月分です｡ 阿久

根市は16.9カ月分､ 0.9カ月分ぐら

い多いんですね､ もう｡ もちろん市

民の給与レベルからしても非常に多

い｡ 阿久根市民で期末手当､ ボーナ

スなんかもらえないところが非常に

多いです｡ この状況で阿久根市の職

員だけボーナスが上がる｡ 若い職員

といえども給料も上がる｡ これにつ

いてはさかのぼって上がる｡ 市長､

住民がこの間の一般質問のときに､

市長は市民感情もそれぞれだという

お話をされました｡ この件について

この年末手当を上げる､ 給料も上げ

る｡ この件について､ 市民にどのよ

うな形で説明をすることができます

か｡ 本当に私は残念だと思っていま

す｡ このようなのが出てくること自

体が､ 阿久根市役所は市民の方を向

いていない｡ 痛みのわからんところ

だと｡ とんでもないと思うと思うん

ですよ｡ この件について私は副市長

あるいは総務課長にも話をしました

けれども､ ほかのよその市町村と合

わせればこうなるんだというような

説明も聞きました｡ 市役所は市民の

ための市役所じゃなかったんでしょ

うか｡ 市民の痛みを感じて､ 市民の

ニーズを得て､ それにこたえるよう

に日ごろ努めると､ ところだと言っ

ておられるじゃないですか｡ 恐らく､

先ほどちょっと調べたら600万ほど

増えると､ 去年よりも今年のボーナ

スは600万ぐらい総額で増える形で

支給されると｡ 600万あればいろん

なことができます｡ 手数料の値上げ

は500万以下でしたね｡ 手数料を上

げて潤った分を職員のボーナスにあ

げます｡ これにもっと足りないので

もう少し足します｡ これは本当に悲

しいですね､ これ｡ 市長､ 市民に向

かって納得できるような表現で話を

してみてください｡ ひとつお願いし

ます｡

斉藤市長

2番竹原議員にお答えをさせてい

ただきたいと思います｡

我々は長期財政運営の中でですね､

やりくりをやってきております｡ で

すから上ったりおりたり､ 上ったり

おりたりしながらですね､ 今後30年

先の阿久根を見据えながらですね､

きちっとした財政運営ができる阿久
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根市にしていかなきゃいけないとい

うことで､ 今努力をさせていただい

ているわけでございまして､ 今県と

阿久根市との比較を竹原議員はおっ

しゃいましたけど､ 我々はですね､

10年前からきちっと整理整とんをし

てきております｡ そういう意味では

ですね､ 私が市長に就任してすぐ給

料の12月延伸をやりました｡ そうい

う協力もですね､ 組合との間にきっ

ちり話し合いをして決定をしてです

ね､ それはまだいまだに復活してお

りません｡ ですからそのままずっと

12月延伸は続いてきているわけでご

ざいまして､ そういう努力をしてい

ます｡ いろんな手当のですね､ 見直

しも全部やってまいりました｡ そう

いうですね､ 世の中の仕組み､ 行政

の仕組み､ それをですね､ 手直しで

きるところはずっと手直しをしなが

らやってきてですね､ 今の体制がで

きてきております｡ 我々としてはそ

ういう長期的な展望の中でですね､

阿久根市をどう運営していくかとい

うことをきっちりやってきておりま

す｡ 職員の給与が高いとか､ いろん

な批判を受けていることは私も十分

に承知をしております｡ そういう中

で職員の皆さん方にも辛抱できると

ころはちゃんと辛抱してやってきて

いただいております｡ 阿久根市の職

員幹部の皆さん方もですね､ 本来は

幹部の手当というのは8％からです

ね､ 12％ぐらいつくんです｡ しかし

阿久根市はここ10数年ずっと5％で

抑え込んできております｡ そういう

ですね､ 目に見えない積み重ねをずっ

とやってきてですね､ 今日やっと阿

久根市の財政状況がきっちりなって

いくなという感じでございます｡ 今

回も人事院勧告で0.05のですね､ 期

末勤勉手当の上乗せがですね､ 決定

をされました｡ それをどう扱うかと

いうことでですね､ 我々も随分苦慮

いたしました｡ そこで組合とも十分

に話し合いをしながらですね､ そん

ならば平成20年度4月から1年間給与

3％カットをのんでいただいて､ 組

合にのんでいただいて､ そして0.0

5を認める形をですね､ 話し合いを

して決定をさせていただいたところ

でございます｡ そのような努力をし

ております｡ ですからやっぱり十分

に阿久根市の職員がですね､ 能力を

発揮して市民のために汗水流してで

すね､ 努力ができる環境をですね､

我々も整えていかなきゃいけない｡

そのことも市長としての責任だと｡

そのことが阿久根市民の皆さん方を

守ることにもなるというですね､ そ

ういう気持ちでやってきております｡

今長期財政計画をですね､ 議員の皆

さん方にもお示しをしようとしてい

るところでございますが､ 阿久根市
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は確実にですね､ 数値を落としなが

ら､ きちっとしたですね､ 財政運営

ができる方向がですね､ やっと数字

として見えるようになってきたとい

う感じでございまして､ 今後ともで

すね､ そういう努力は続けさせてい

ただきたいというぐあいに思ってお

ります｡ よろしくお願いを申し上げ

たいと思います｡

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

山田 勝議員

市長が､ 竹原議員も市長も大変真

剣な議論をして､ 大変結構なことだ

と実は思っております｡ ここは議論

の府でございますので､ 精一杯議論

をして､ そして阿久根市のためにな

ることを実は期待しながら私も質問

をさせていただきます｡

実は議案第71号につきましてはで

すね､ 非常に私は不勉強で､ そして

またぼやひかわけですけれども､ 提

案理由説明の中のですね､ の中で､

国家公務員等の給与改定に伴いとい

うところがですね､ それなりにこう

さっと気もつかないで､ しかしなが

ら平成20年4月1日から1年間職員の

給与を減額するための条例の一部改

正だということで､ ああそうかとい

うことでですね､ そんなに実は気に

しないで､ 当初は思っておりました｡

しかしよく見てみますと､ 先ほど総

務課長が言ったようにですね､ 扶養

手当を上げること､ そして今回のボー

ナスをですね､ 5％ですか､ 上げる

こと｡ それから非常に難しいのがで

すね､ この条例なんですよね｡ です

から総務課長の説明でよく､ なるほ

どねという気持ちもしました｡ しか

し先ほど市長が長期財政計画の話を

されましたけれども､ こうして長期

財政計画を見させていただいてです

ね､ 私は先ほどの決算認定について

も反対をさせていただきましたけれ

ども､ 実は10月25日実質単年度収支

について新聞に載りましたけれども､

経常経費比率はですね､ ワースト5､

鹿児島県の離島も含む自治体で最後

からね､ 3番目だというこの記録は､

私びっくりした｡ 私だけじゃないで

す｡ 市民の方が阿久根は大丈夫じゃっ

とか､ 大丈夫じゃっとかという方が

何人もおられました｡ そういう中で

実はその経常経費比率をですね､ 見

てみますと平成19年度は103.1％と

いうふうになっております｡ そうい

う中で､ 非常に財政が厳しいという

のはわかっております｡ そしてまた

市長が就任以来住民の､ 市民にもで

すね､ 金がないから辛抱しろ辛抱し

ろと言ってですね､ いろんな形で削

減をされてきております｡ しかしな

がら職員の給与についてはですね､

これは阿久根市だけじゃなくてどこ
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もやっていることですし､ 私は今回

ですね､ 鹿児島県の知事がですよ､

これは確か11月30日の新聞に載って

おりましたけれども､ 人勧完全実施

を見送ると､ こういうことで新聞に

載っておりました｡ 財政が非常に厳

しいから､ ほかのことは人勧どおり

するけれども､ ボーナス分について

はやらないと､ 今回は実施しないと｡

これは組合との合意に至らなかった

けれども知事の決断によってそうい

うことをすると､ こういう新聞には

載っていたわけですよね｡ ですから

私はそういう中で､ こういう提案を

されてですよ､ しかも提案理由の中

に職員の給料を減額するという言葉

が非常に印象強く載っているわけで

すよ｡ よく見てみると勉強をしなかっ

た私も悪いんですが､ ほかの人はも

う勉強をされていらっしゃるからわ

かると思いますけれども､ ボーナス

を上げる､ 扶養手当を上げる､ しか

も総務課長の話では今回5％上げる

ね､ 失礼しました､ 今回5％なんで

すよ､ 100分の7.5ですから5％です

よ｡ 5％上げることについてはです

ね､ 総務課長､ 今回だけですよと｡

来年からは6月に2.5％､ 12月に2.5

％やる｡ そういうことになればです

ね､ 結局今回は1年分､ 来年の1年分

一緒にやりますよと｡ ただしこれは

今回だけ｡ 来年からは2回に分けて

やりますよと､ こういうことになる

のではないですか｡ だから私はね､

一番いやなのは､ 提案理由の中に何

で減額する､ しかも減額は1年間で

すよ｡ 鹿児島県は6％の減額を提案

してるんですよ｡ それはまだ労使間

のね､ 交渉がついていない｡ 行政改

革､ 財政改革に対するですね､ 基本

的な考え方が私は違うと思うんです

よ｡ ですからまず市長にお尋ねをい

たしますが､ 10月25日のですね､ 新

聞､ 南日本新聞に載っておりました

経常経費比率ワースト5が発表され

て､ それに対する市長の見解､ それ

から今回鹿児島県知事がですね､ 人

事院勧告の一部実施見送り､ 見送り

に対する知事の対応に対する見解を

市長にお尋ねをいたしたいと思いま

す｡

それともう1点､ 私は先ほど具体

的にね､ 今回のね､ 勤勉手当のこと

について10月に今回は5％だけど､

その5％はいつでも1回はくれる､ 1

回にくれる｡ それからこれはもう廃

止して､ 来年からは6月と12月に2.

5％ずつ5％を分けてくれるという､

こういうルールを､ こういうことだ

よと総務課長は言われましたが､ そ

ういうことで認識していいんですか｡

斉藤市長

13番山田議員にお答えをさせてい

ただきますが､ 今我々が取り組んで
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いる長期財政計画というものの中で

はですね､ 今回経常収支比率が100

を超す形になりました｡ しかしこれ

はですね､ 下げていく努力をしてい

く､ その一過程でですね､ そういう

形で数字が上がってくる部分がござ

います｡ これらをですね､ 今後は下

がっていく状況がありますが､ どう

してもですね､ 団塊世代の方たちが

卒業が終わるまで､ なかなかですね､

数字を下げるのは非常に難しい状況

がございます｡ しかしそういう状況

がですね､ だんだんだんだん縮んで

いくことによって数字はとんとんと､

こう下がっていく形になっていきま

す｡ その辺のですね､ 長期的な展望

を我々はきちっとですね､ 見きわめ

ながらやっていくということが大事

だというぐあいに思っております｡

そして今回鹿児島県が6％カットと

かですね､ 今回の人事院勧告を見送

るとかいうようなことで､ 非常に厳

しい態度できておいでになる｡ 私と

してはですね､ やっと鹿児島県もそ

ういう取り組みを始めたかというぐ

あいに思っております｡ 我々はです

ね､ これを10年前からやってきてお

ります､ その違い｡ しかしですね､

これまでにも職員の皆様方に対して

我々は3％カットをやってきました｡

そして昨年それを復活した｡ 今回ま

た20年度3％カットをお願いします｡

こういう形でですね､ やっぱりやる

べきときにきっちりやっていくとい

うことが大事であってですね､ その

ことによって正常な財政運営ができ

るようになっていくわけでございま

して､ 我々はそういう努力をですね､

今日まで重ねてきているということ

でございます｡ 今2番竹原議員が私

の答弁に対して笑われましたが､ 竹

原議員は我々がやってきたことがわ

かってないわけですね｡ それで笑っ

てらっしゃるわけです｡ そういうで

すね､ やっぱり厳しさの中で我々は

やりくりをしながらですね､ そして

きちっと職員の皆さん方にも支払う

べきものは支払い､ そして辛抱して

もらうときには辛抱してもらうとい

うですね､ そういう話し合いをしな

がら今日まで進んできてるというこ

とでございます｡ そのことは御理解

いただきたいと思います｡ 後のこと

につきましては総務課長並びに副市

長から答えさせます｡ よろしくお願

いいたします｡

[発言する者あり]

川畑副市長

支給の内容でありますけど､ 平成

19年度は確かに0.05月､ 4月にさか

のぼってこれはやるわけであります

ので､ これは12月にそれを0.05を上

げるということになります､ 期末勤

勉手当についてはですね｡ そして来
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年度になりますと6月に0.025上げま

す｡ しかし12月には0.025下げると

いうのが､ この第2条で出てきてい

る提案の内容であります｡ したがい

まして来年度は今0.05を改正すると

そのままそれが来年度の､ 1年間と

しては同じ率というふうになるわけ

であります｡ 以上であります｡

��総務課長

先ほどの御質問の中で､ 私どもと

しましては100分の5月とかですね､

あるいは100分の2.5月というお話を

してきたところでありますが､ 5％､

あるいは2.5％とは若干違ってまい

りますので｡ と申しますのは､ 今回

のこの12月の支給につきましては､

先ほど申し上げましたとおり予算上

は0.05月分でございますけれども､

実際は0.035月分支給をするという

ことにしております｡ これは予算の

関係とですね､ 本市につきましては

人事考果を入れている関係で､ 標準

者については0.035月ということで､

金額にしまして1万6,285円というふ

うにしているところでありますが､

この5％となりますと､ 例えば100万

の場合は5万円ということになって

まいりますので､ その辺はやっぱり

100分の5月ということでひとつ御理

解をいただきたいというふうに思い

ます｡ 以上でございます｡

山田 勝議員

非常に項目が多いでしたので､ 一

遍にはなかなか覚えにくい部分もあ

ります｡ しかしながら市長がですね､

市長､ 私どもは､ 私はですよ､ 今ま

でこの議会に人事院勧告に基づく職

員給与の条例の一部改正という提案

をされてきましたよね｡ 少なくとも

それに一遍も反対したこともないし､

それが通らなかったことは実はない

わけであります｡ ですから大変失礼

ですけども､ 人事院勧告に基づいて

ですね､ 給料の､ 給料の改定ちゅう

のが行われていたじゃないですかと｡

それは当たり前のことだと思ってい

ます｡ ですから鹿児島県がやっと目

が覚めたちゅうなんて言うのは大変

知事に対して失礼な話だなと思って

いますよ｡ しかし実質単年度収支に

ついてですね､ 第3次阿久根市長期

財政計画の中で市長､ こうして上げ

ていらっしゃいますけども､ それで

ももちろん努力､ それぞれですね､

市長も努力されていらっしゃること

も認めますよ｡ しかし努力されてる

から､ うんどがしとったっでもう黙っ

とれよということでは､ 私はよくな

いと思います｡ 数字に基づいて出て

きた物について､ 議会で議論をする｡

当然のことだと思います｡ 努力され

ていらっしゃることは私認めますよ｡

しかしながら努力されてるから､ そ

れが必ずしもですね､ そんなら議員
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全員が納得するか､ あるいは住民が

納得するかというものでは､ 実は私

はないと思います｡ そういうことで

ですね､ 先ほどいただきました長期

財政計画の中では平成19年度の経常

経費比率はですね､ 103.1％という

ことで､ さらに18年度よりも厳しい

状況を予想されていらっしゃるわけ

ですよね､ でしょう｡ だからそうい

う中で私は今回鹿児島県はそういう

態度でやっているのに､ 知事はそう

いう態度でやっているのに､ 鹿児島

県は労使間の合意はないんですよ｡

合意はないけれども知事の考え方で

見送るという結論を出してられる｡

そういう中で今回上げられることに

ついていかがなものか､ どういうこ

とでという話をしているわけで､ 私

はバックする､ バックするようなこ

ととかですね､ 市長の足を引っ張る

とか､ そんな気持ちで議論をしてい

るのではありません｡ そういうこと

でいつもですね､ 私どうしても納得

いかないのがあります｡ 総務課長お

尋ねします｡ よく減給をする､ 何を

すると言われますね｡ 具体的に現在

支給されている給与が､ 給料がです

ね､ 職員は減るんですか｡ 具体的に

減ってきているんですか｡ 減ってい

る､ いや去年幾ら減ると｡ 私も県の

職員の方とちょっとこう知り合いが

あってですね､ いや私たちは月5,0

00円ずつ減りました､ 6,000円ずつ

減りました､ 県は今厳しいですよと

いう職員の方､ 何人と会って聞いて

います｡ いやあなた方は現給保証じゃ

ないんですかというふうに言うけど､

いや違います､ 減っているんです｡

だから阿久根市の職員は今までは現

給保証だから減らないと､ それまで

減給をしたとしてもですね､ その条

例で上がってくるのを待ってるんだ

というふうな話を聞いておりました

けれども､ 現実に減るんですか､ 減

らないんですか､ これが1点｡

それから私先ほどですね､ 人事考

果制度がありますのでという話です

が､ 年齢には関係なく､ その人の働

きぐあい､ 実績の出し方によって期

末勤勉手当は違ってるんですか｡ そ

の人が､ あっ､ この人は､ この職員

はものすごくよく働いた､ この職員

はものすごく働かなかった｡ 働いた､

一生懸命働いた､ 行政効果があった､

投資効果があったという人の給料は､

ボーナスは上がります｡ そばのほか

の人は､ そうでなかった人は下がり

ますという実態ですか｡ 2点ですね｡

それからこの中にもですね､ 給与

の見直しということで､ こう書いて

ある中でですね､ もちろん地方自治､

地方公務員法の給与の決定の中で､

国及び地方及び民間の給料を参考に

しなさいということで､ これにも載っ
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ております｡ しかしながら､ さて果

たして阿久根市の市長及び総務課あ

るいは税務課もあります｡ 民間の所

得のですね､ 私は民間の所得のデー

タは全部税務課が持ってるんですね｡

民間の給与及び市民所得の状況をど

のように把握して､ それをどのよう

に職員給与に反映されていらっしゃ

るのかお尋ねいたします｡

斉藤市長

13番山田議員にお答えをさせてい

ただきたいと思いますが､ これはお

互いに努力をしあってですね､ 改善

できるものは改善をしていかなきゃ

いけないというのは共通の認識だと

思っております｡ ですから我々もそ

のような形でですね､ 今後とも努力

はさせていただきたいと思いますし､

努力をしてるつもりでございます｡

それから地域の給料とですね､ 自

分たちのこの阿久根市の職員の給料

とどのように受けとめてるかという

御質問でございますが､ これはです

ね､ 鹿児島県の評価をですね､ ちゃ

んと得て､ 我々もその水準に合わせ

ながらやっていくということでです

ね､ 心がけているところでございま

す｡ 阿久根市にしましても農業生産､

あるいは水産業生産､ こういうもの

が非常に今苦しい立場に追い込まれ

ております｡ そういう中でもですね､

頑張ってる農家とそうでない農家､

利益が非常に上がらない農家と上が

る農家とですね､ こういうやっぱり

格差が出てきているという状況がご

ざいますし､ そしてまた阿久根の企

業にしてもですね､ 外資を稼ぐ企業

とですね､ 阿久根だけをエリアとし

ている企業とでですね､ またそこに

所得の格差が出てきているというよ

うなこともございます｡ そういう意

味で､ 非常にこの数値をとるという

ことは非常に難しい面がございます｡

我々としてはですね､ そういう意味

で鹿児島県全体のですね､ 中で評価

をしていくということが一番妥当で

あろうということでございます｡ そ

の辺についてはですね､ 詳しくは総

務課長の方から答えさせたいと思い

ます｡ よろしくお願いいたします｡

川畑副市長

人事評価の部分についての質問が

ありましたけど､ 人事評価について

は6月と12月のボーナス時期に実際

行うわけでありますけど､ 今年から

それを導入しました｡ しかし人事評

価で評価点80以上､ あるいは39点以

下､ そういうのについて該当してい

くわけでありますけど､ 6月の分と

12月の段階ではその人事評価の対象

者はいなかったということがありま

して､ 反映はされないことになりま

すけど､ ただし0.015月分､ 6月分の

勤勉手当の0.015月分､ そして12月
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の0.015月分について､ その評価以

上､ 点数以上になった場合には反映

するわけですけど､ それは0.015は

このまま残ると､ 年間として0.03残

るということに実際はなります｡ さ

らに現給保証を今実際やっておりま

すので､ 減額はあったのかなかった

のかというとらえ方からいきますと､

それは現にありません｡ ただ20年4

月からは3％､ 2.75％でありますが

カットしますから､ そういう意味で

は年間1人当たり13万9,908円という

算出が出てまいりますけど､ それだ

け減額になると､ 年間に通してそれ

だけ減額になると､ 今試算はしてお

ります｡ 以上であります｡

��総務課長

現給保証に関連しましてお答えを

させていただきたいと思います｡ こ

の現給保証期間中でありますけれど

も､ 例えば今回の人事院勧告でもご

ざいますとおり､ 若年層につきまし

ては現給保証の額を､ 平成18年の現

給保証の額をですね､ 実際今昇給を

しております｡ ただこれについては

1級から3級の職員だということで理

解しておりますが､ 4級以上の職員

については現給保証ということで現

給が保証されているということでご

ざいます｡ 給料につきましては現給

保証ということからしますと､ 県の

職員も一緒だというふうに私は理解

をしているところでございます｡ 以

上でございます｡

山田 勝議員

今回の給与改定についてはですね､

十分内容はよくわかりました｡ しか

しながら､ 阿久根市の財政状況及び

阿久根市のただいま置かれましたで

すね､ 農家とかあるいは水産の方と

か､ 商業の方とかというのは本当に

厳しい中で､ 聞けばびっくりするぐ

らいの所得なんですよ｡ だから私が

いつもいつも言う､ 阿久根市の市民

の平均所得は幾らぐらいですかとい

うことをお尋ねしますが､ なかなか

出てこない｡ 脇本の市長と語る会の

ときですね､ 市長に質問をされた方

が､ 市長は答弁されなかったですけ

ど､ その方が県の平均の話をされま

した｡ 私は阿久根市のね､ 職員が給

料を上げて一生懸命頑張っているん

だったら､ そんなら何で農家の所得

が上がらないのか｡ そしてまたサラ

リーマン､ その他の民間の所得が上

がらないのか｡ どれぐらい上げたら

いいと思っているのかというのをい

つもいつも思っているんですよ｡ で

すから阿久根市の給与所得が幾らと

とらえていますかということを市長

にも聞き､ 税務課長にも説明を受け

るけど出てこない｡ これは仕事が怠

慢なのか､ 出したくないのかと思う

んですね｡ せっかく税務課長もいらっ
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しゃるので､ 阿久根市のね､ 税務課

長､ 市民所得の平均って幾らぐらい

ですか､ 企画課長でもいいです｡ そ

うしないと目標も何もない｡ そうい

う中で､ そういう中でですね､ 扶養

手当を上げる､ そしてまた期末勤勉

手当を上げる｡ こういうことではな

かなか住民は不満だらけしか出てこ

ないという気がするわけです｡ です

から先ほど副市長もですね､ 説明を

いろいろされましたけどね､ はっき

り言えることは､ 仮に0.5カ月でい

いですよ､ 0.5カ月分を今年は一括

して12月にもらいますよ｡ 来年から

はそれを二つに分けますと､ こうい

うことなんでしょ｡ それを実際は議

員が質問しなかったから､ だれも聞

かなかったから､ あるいは補足説明

をせいと議運で言わなかったから説

明をしなかった｡ 議会が悪いかもし

れませんね｡ しかしながら､ 私はそ

ういうことではよくないという気が

しているわけであります｡ それと現

給保証についてはですね､ 今まで職

員の給料を下げます下げます下げま

す､ どこで下がったんですか､ 現給

保証なんですね｡ こんないいことは

ないですよ｡ 民間ではですね､ 下げ

ると言ったら完全に下がるんだから､

下がるんですよ､ もらっている給料

がびっくりするぐらい下がって来る

んですよ｡ だから来年の､ 副市長が

言われるとおり､ 来年は下がるとい

うことであれば､ それは1年間の話

であってですね､ そして期末勤勉手

当の100分の75についてはずっと次

に次にこう変えるまで続いていくと

いう状況なんですね｡ ですからもう

この件についてどんな議論をしても

これ以上の議論はできません｡ しか

しながら私はいつも思っているのは､

民間の給与はどれぐらいなのか｡ 阿

久根の民間はどれぐらいの推移にあ

るのか､ それを少なくともどれぐら

いまで引き上げないといい生活はで

きないよねというですね､ そういう

やはり目標を持って､ 数値は押さえ

ておかないかんという気がしており

ますが｡ もしわかっとったら教えて

ください｡

斉藤市長

13番山田議員にお答えさせていた

だきますが､ 確かにですね､ 阿久根

市の住民の皆さん方の所得がですね､

平均すると低くなってきてる状況が

あると思います｡ これは片一方で高

齢化率が上がっていってですね､ 超

高齢者の方々が非常に多くなってき

たということがございます｡ そうい

う意味で､ 年金暮しをやられる超高

齢化の方たちにとってはですね､ 非

常に厳しい社会状況になってきた｡

それに対してどうですね､ サービス

をきっちり滞りなく提供していける
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かという努力を､ 我々もしていかな

きゃいけないというぐあいに思って

おります｡ これから先そういう状況

がですね､ ますますこう進んでいく｡

ということは超高齢化の人口がです

ね､ 厚くなっていくと､ 実際に収入

を得るためのですね､ 活動をしてい

る年齢層の幅が縮まってくるという

ことがありますから､ そうするとで

すね､ やっぱり阿久根市の収入とし

ては非常に苦しい状況が出てくるの

かなという感じがいたします｡ そう

いう中で我々としてはですね､ きちっ

とした体制を整えながら､ 農業の振

興､ 漁業の振興も図っていかなきゃ

いけないというぐあいに思っており

ます｡ そういう意味で今後努力をさ

せていただきたい｡ そしてですね､

こういう職員の給料について､ この

ような議論をする必要のないですね､

そういうみんなが充足感を感じるよ

うなですね､ そういう日暮らしがで

きる状況をつくりだしていく努力を

することが大事だというぐあいに思っ

ております｡ よろしくお願いをした

いと思います｡ あとは総務課長の方

から答えさせます｡ よろしくお願い

いたします｡

[山田議員 ｢税務課長､ 企画課長､

わかっとらんとならもうわかってま

せん､ 知りませんて言うてよかど｣

と呼ぶ]

上野企画調整課長

市民所得についてのお尋ねでござ

いますけれども､ 平成17年4月に公

表をいたしております市町村民所得

推計報告書でお答えをさせていただ

きますけれども､ 阿久根市の市民所

得一人当たり180万7,000円という形

で報告をいたしているところでござ

います｡ 以上でございます｡

議長 (京田道弘議員)

ほかに質疑はありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第71号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第71号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第71号､ 一般職に属

する職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを採

決いたします｡
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本案は原案のとおりに決するに御

異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣､ ｢異議あり｣､ ｢反対｣

と呼ぶ者あり]

御異議がありますので起立による

採決といたします｡

本案は原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます｡

[賛成者起立]

起立多数であります｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

午前中の審議を中止し休憩いたし

ます｡

午後はおおむね1時20分を予定を

いたします｡

休憩 午後 ０時１６分

再開 午後 １時１８分

議長 (京田道弘議員)

休憩前に引き続き会議を開きます｡

議事を継続いたします｡

◎ 議案第72号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第18､ 議案第72号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

木下孝行議員

軽自動車の納期変更､ 入湯税の税

率を引き上げるため条例の一部を改

正しようとするものという提案理由

でございますが､ 反対するわけでは

ございませんけど､ 50円という金額

の､ 上げる金額ですね､ 大した金額

じゃないというような認識ではおり

ますけど､ 事業者等への十分な協議

があって､ 条例改定を行うとしたも

のなのかを､ そこらを含めていきさ

つというか背景を御説明願いたいな

と思います｡

斉藤市長

1番木下議員にお答えをさせてい

ただきますが､ 今回の条例改正はで

すね､ 軽自動車税の納期を変更した

いということと､ それから入湯税の

税率を引き上げるための条例の一部

を改正する案でございまして､ これ

はですね､ 軽自動車税の納期の場合

は業者の方たちからもですね､ いろ

いろ要望がございまして､ これはど

ういうことかと申しますと､ 4月に

今までは納期がなってたわけでござ

いますが､ 非常に期間が短いという

こともありますし､ それから4月か

ら5月の当初にかけては､ 連休が続

くというようなことがありましてで

すね､ 納入をされた方に対する証明

書がですね､ すぐもらえないとかい

うようなことがあったりして､ 手続

上非常に期間が遅れたりするという

ようなことがあったもんですから､

これを5月の1日から31日までの納期

にするとですね､ その連休期間中を

避けて納税が行われる｡ そして納税

が行われるときちっと納税証明書が
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発行できるというようなことがある

もんですから､ これを5月に統一し

ていきたいということが一つあるわ

けでございます｡ それからもう一つ

の入湯税の方はですね､ 今宿泊客の

方からは100円の税をいただいてい

るわけですが､ 標準税率というのが

150円でございまして､ これは昭和

52年から150円に決まってるわけで

すが､ 阿久根市はですね､ 今日まで

100円でやってきたわけですが､ 今

回これを改正させていただいてきちっ

と標準税率150円をいただくという

ことにしないといけないということ

で､ 今回150円でお願いをしている

ところでございまして､ この辺はで

すね､ 全国的に課税団体の9割を超

えるところがですね､ きちっと150

円をとってるわけでございまして､

我々としましてもこの税収をですね､

きっちりやっぱり確保するという努

力をしてる､ そういうですね､ 姿勢

を示していく上にも今回宿泊客から

150円をいただく税率に改正をした

いということでございまして､ どう

かこの辺はよろしくお願いしたいと

思いますが､ この100円を150円に入

湯税を上げることに対しましては業

者の方々とはですね､ 十分に税務課

の方で幾度となく話し合いを重ねな

がらですね､ 了解をとって今回条例

提案をさせていただいたということ

でございまして､ ひとつよろしくお

願いを申し上げたいと思います｡ よ

ろしくお願いいたします｡

[ ｢了解｣ と呼ぶ者あり]

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

竹原信一議員

入湯税50円アップすることで､ 税

収はどれほど上がるんでしょうか｡

川原税務課長

去年の18年度入湯者数に2万3,00

0人当たりにしまして､ 115万程度が

増収になる見込みであります｡

竹原信一議員

これは例えばですね､ 阿久根市の

市営住宅にはもともと風呂をつけて

なかったりするわけですよね｡ そう

いう方が使われている部分というか､

日ごろ､ こう宿泊客だけでしょうか｡

そういうことなんですね｡ そうです

か､ わかりました｡ じゃいいです｡

議長 (京田道弘議員)

ほかにありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第72号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡
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これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第72号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第72号､ 阿久根市税

条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第73号上程 (原案可決)

議長 (京田道弘議員)

日程第19､ 議案第73号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

ありませんか｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

お諮りいたします｡

ただいま議題となっております議

案第73号については､ 会議規則第3

7条第3項の規定により委員会の付託

を省略いたしたいと思います｡

これに御異議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 議案第73号は委員会の付

託を省略することに決しました｡

これより討論に入りますが討論の

通告がありませんので､ これにて討

論を終結いたします｡

これより議案第73号､ 阿久根市交

通災害共済条例の一部を改正する条

例の制定についてを採決いたします｡

本案は原案のとおり決するに御異

議ありませんか｡

[ ｢異議なし｣ と呼ぶ者あり]

御異議なしと認めます｡

よって､ 本案は原案のとおり可決

されました｡

◎ 議案第74号上程 (各常任委員会

付託)

議長 (京田道弘議員)

日程第20､ 議案第74号を議題とい

たします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

ただいま議題となっております議

案第74号は､ お手元に配付してあり

ます付託表のとおりそれぞれ所管の

常任委員会に付託いたします｡

◎ 議案第75号､ 76号､ 77号､ 78号
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上程 (産業厚生委員会付託)

議長 (京田道弘議員)

この際､ 日程第21､ 議案第75号か

ら日程第24､ 議案第78号までの4件

を会議規則第35条の規定により一括

議題といたします｡

これより質疑に入ります｡

[ ｢なし｣ と呼ぶ者あり]

質疑なしと認めます｡

これをもって質疑を終結いたしま

す｡

ただいま議題となっております議

案第75号から議案第78号までの4件

は､ 会議規則の規定により所管の産

業厚生委員会に付託いたします｡

◎ 陳情第10号､ 11号上程 (総務文

教委員会付託)

議長 (京田道弘議員)

日程第25､ 陳情第10号､ 阿久根市

中学校統廃合に反対する陳情書が阿

久根市鶴川内10143､ 鶴川内中学校

存続推進協議会会長､ 冨吉昭一君ほ

か1,290名から､ 日程第26､ 陳情第

11号､ 阿久根市中学校統廃合に反対

する陳情書が阿久根市大川2031､ 大

川中学校存続推進協議会代表者､ 大

田昭浩君ほか2,936名から､ それぞ

れ議長あて提出されました｡

この際､ 本2件を会議規則第35条

の規定により一括議題といたします｡

ただいま議題となっております陳

情第10号及び陳情第11号の2件は､

会議規則第138条の規定により所管

の総務文教委員会に付託いたします｡

以上で本日の日程は全部終了いた

しました｡

本日はこれにて散会いたします｡

散会 午後 １時２８分
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